
1月の いらしての会 は一番気になる「お金」のお話。特殊詐欺とか、
相続とか、年金とか・・。
とにかく気になるお金にどう対応したら良いのか、金沢信用金庫
金石支店 支店長代理 立岡典子さん からお話をうかがいました。

次回開催2月21日（水）
13時30分～15時30分
高齢者の食生活について
のアドバイス

開催日時：平成30年1月17日（水）

13時30分～15時30分

参加者：10名

テーマ：

① 高齢者の金融

～特殊詐欺・相続などなど～

② きんしん笑う終活セミナーのご案内

１月１７日「死後、配偶者に居住権」
というニュースを報道していました。
ご覧になりましたか？
相続のため、家を売ってしまって、
住む場所を無くしてしまうであろう方
の保護のための民法が要綱案としてま
とめられました。

今までは住居の財産評価が高くなると、
遺産分与のために家を売らないと
お金が作れないこともあり、住む場所さ
えもとられてしまうケースがありました。
とても困ることですよね。

今回の見直しが認められれば、生活する
家は保障されるようになります。
例えば、ご主人が亡くなって、悲しんで
いる奥様が穏やかに悲しめる環境が保障
されるわけです。 今、日本全国では、２０２５年、

２０５０年を前に国民がみんな元気
で楽しく過ごせるように、地域が協
力し合い、家での生活を存続させる
取り組みを積極的に行っています

幸圓寺さんのある金石地区は昔ながらの住民さんの連携が続いている場
所。お互い支え合い、気遣いながら、日々の生活をされています。日本
中こんな関わりを持てるようになったら、どこに住んでも安心ですよね。

口座の持ち主が亡くなると、口座は凍結されるこ
とをご存じでしょうか。あわてて引き出そうとし
てもダメ！ 相続の問題が始まるため、故人の財
産には手をつけられなくなります。

対策として、死亡保険金を受け取れ
るように保険をかけておく という
方法があるそうです。なるほど・・。
この場合は保険者・被保険者・受取
人の３名の関係性によって、税金額
が変わってきます。要注意です。

凍結した銀行口座からお金を下ろ
す時には身分や相続人の照明が必
要になります。市役所に行って、
書類をどっさり・・ということも
昨年から改定され、
『法定相続情報証明制度』
が始まっています。

「地域包括ケアシステム」という
言葉の中には昔の 向こう三軒両
隣 的な要素が含まれ、近隣住民
同士の助け合いの精神が求められ
ています。

知らなかったことがいっぱい。
立岡さん、ありがとうございました。

必要な証明書は最寄りの金融機関で
ご確認を。その後、法務局に出向き、
この制度を活用して、証明書を受け
ることで、何通もの山ほどの証明書
を受け取らなくても良いそうです。

金沢信用金庫では
「笑う終活サロン」を開催さ
れています。本店前のビルで
開催されるそうです。
お時間のある方はぜひ、ご参
加ください。

終活・・。皆さん、考えたことがありま
すか。自分が亡くなる時、残った家族が
困らないような準備がまさに終活。
誰に自分の死を伝えてほしいか。どこの
銀行に口座を持っているのか。自分の人
生を振り返る良い機会になります。
悲しく考えず、若いころの楽しい恋を思
い出しながら、１ページずつ埋めていく
のも、ステキなイベントです。

もうお一人、金沢信用金庫さんから
浦宏一さん もお越しくださいました。

今年も いらしての会 は今まで通り、
知らないことを知って、解決できるた
めの第1歩となる取り組みを行って行
きます。
どなたでも、気楽にご参加ください。


